
加工食品分野における物流標準化アクションプラン（概要①）

○物流は経済活動と国民生活を支える社会インフラであり、その機能を途切れさせず発揮していくためには物流の効率化が必要。物流標準化は、効率化の推進に不可欠な
環境整備の一環であり、事業者間の連携・協働による取組が重要。

○本アクションプランは、物流効率化に向けた意欲的な取組が進められ、その改善の幅が顕著である加工食品分野において、標準化に向けた課題・問題点、解決方策を整
理し、サプライチェーン上の個社と、各プレイヤーの枠を超えた全体最適の視点から、標準化を実現する手順をとりまとめたもの。

○今後、各プレイヤーが本アクションプランに則り連携・協働して標準化を進めていくことにより、物流現場の自動化・機械化等が促進され、作業の効率化・単純化により働き
やすい環境が整備され、多様な人材に魅力的で「選ばれる」職種として変革し、加工食品物流がさらに持続可能なものとなることを強く期待。

物流の現状と標準化の意義

具体的取組方針

【民 間】【行 政】

○標準化へ向けた取組を進める事業者等への支援
⇒物流総合効率化法の枠組みに基づく支援制度について、業界標準に向けた標準化取組に係る総合
効率化計画の策定に関しては、令和２年度より優先的に採択する重点的取組として支援

○事業者間の連携により物流の標準化を実現し生産性向上へ寄与する取組への表彰
⇒グリーン物流パートナーシップ会議における表彰制度を活用
○業界の内外へ標準化の取組を積極的に発信

○事業者間の連携による標準化に向けたプロジェクトの発足
⇒各企業が保有する効率化に関する非競争領域の情報や事例等を企業
の垣根を越えて開示し標準化内容等の合意

○加工食品業界内への横展開
⇒上記プロジェクトで合意された内容等を、業界団体の推奨フォーマットとし
て位置づけ加工食品業界内へ横展開

○各事業者において、事業者連携の中で、さらには行政を含めた関係者間の中で、達成度合いや効果の定量的把握を含めたフォローアップを行う。また、本アクションプランで取り組むこととし
た4項目以外にも行政と民間が連携して不断に標準化を進めていくこととする。

（1）納品伝票
○ 伝票自体のサイズや複写枚数、記載内容が、各社ごとに異なっている現状。
○ A４版上下１枚伝票に賞味期限やQRコード等を記載することを標準化例とし、検品の負荷軽減を図る。

（2）外装表示
○ 外装表示は各社の商品ごとに設計、印字されており、表示内容や表示位置、文字フォント等が異なっている現状。
○ 商品特定表示やバーコード等の表示内容、側面４面を表示面とした上での表示位置、識別性・視認性の高いフォントを標準化例とし、商品の仕分けや検品時の作業の効
率の向上を図る。

（3）パレット・外装サイズ
○ パレットは、一部を除きT11型パレットとT12型パレットが主流となっているものの、外装サイズは商品ごとにサイズが異なっている現状。
○ パレットへの積載、トラックへの積込み、物流倉庫への保管の効率性を考慮した外装サイズを標準化例とし、輸配送及び保管の効率の向上を図る。

（4）コード体系・物流用語
○ 同一住所の届け先も発荷主ごとに納品先コードが異なっていたり、商品の出発地を意味する用語が「発荷主」や「発拠点」等の複数用語が存在したりしている現状。
○ 戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）「スマート物流サービス」において構築予定の物流・商流データ基盤において使用するコード体系・物流用語を標準化例とし、共
同輸配送等の事業者間連携の事務作業軽減を図る。

物流標準化に取り組むべき4項目（別添参照）

フォローアップ



加工食品分野における物流標準化アクションプラン（概要②）

【①納品伝票の標準化例】

【④コード体系・物流用語の標準化例】

戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）「スマート物流サービス」※にて構築する予定の物流・商流データ基盤において、そのデータ基盤上で使用するコー
ド体系や物流用語等を標準化例とし、加工食品分野においても、業界内だけの独自のコード体系・物流用語の標準フォーマットを決定するのではなく、SIP「ス
マート物流サービス」にて決定された標準化項目に準拠していくことが望ましい。

国民にとって真に必要な社会的課題や日本経済再生に寄与する課題に取り組む国家プロジェクトであり、内閣府に設置されている「総合科学技術・イノベーション技術会議」の 下に置かれるプログラムディレ
クターが、関係府省と連携して、基礎研究から事業化まで一気通貫の研究開発を推進する。「スマート物流サービス」は、このSIPプロジェクトの１つであり「物流・商流データ基盤」を構築し、サプライチェーンに
おける様々な企業の大量で多様なデータを収集・提供することで、サプライチェーン全体の最適化を図り、物流・小売等の業界における人手不足と低生産性の課題を解決するプロジェクト。

【②外装表示の標準化例】 【③パレット・外装サイズの標準化例】

A4版の上下1枚伝票とし、お客様情報を左上、納品情
報（商品名、賞味期限等）を中央部、QRコード等・荷
主情報を右上への表示とする。

商品特定表示を外装右上、鮮度表示等を商品特定表示
の下、ケアマークを外装左上、個別アイテム識別表示を外装
左側中央への表示とする。

ケアマーク

商品特定表示
鮮度表示等

お客様情報
QR コー ド ・
荷主情報等

納品情報

※

（別添：物流標準化に取り組むべき４項目）

T11型パレット対応 T12型パレット対応

タテ×ヨコ×高さ
220㎜×275㎜×210㎜

タテ×ヨコ×高さ
200㎜×300㎜×210㎜

面積率100％の積載例

（パレット）
T11型パレット（1,100㎜×1,100㎜）及びT12型パ
レット（1,000㎜×1,200㎜）が主流となっていることか
ら、この2つの規格を基本とする。

（外装サイズ）
パレットの面積利用率を100％にするため、底面のサイズ
をT11型パレット対応は220㎜×275㎜、T12型パレット
対応は200㎜×300㎜を基本とし、高さは5段積みをす
ることを想定し210㎜を基本とする。



加工食品分野における物流標準化アクションプラン（概要③）
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「加工食品分野における物流標準化研究会」構成員工程表

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

納品伝票
の標準化

外装表示
の標準化

パレット・外
装サイズの
標準化

コード体
系・物流用
語の標準
化

事業者間の連携に

よる標準化に向けた

プロジェクトの発足、

標準化内容の合意 業界推奨に制定

社内外の関係者と合意し、

伝票の変更
標準納品伝票の導入

プロジェクト内で

標準化の合意

社内外の関係者との

合意

外装表示の変更が可能な商品

から随時実施

業界推奨に制定

事業者間の連携による標準

化に向けたプロジェクトの発

足

SIP「スマート物流サービス」にて構築する物流・商流データ基盤上において使用するコード・物流用

語等の標準化

標準化されたコード、物

流用語に準拠していく

事業者間の連携による標準化に向けたプロジェク

トの発足

プロジェクト内で標

準化の合意

社内外の関係者

との合意

外装サイズの

変更が可能な

商品から随時

実施

業界推奨に制定

※行政は、関係者と連携して標準化に向けた取組をフォローアップするとともに、実現した標準化の取組について業界の内外へ
積極的に発信する。また、物流総合効率化法の枠組みに基づく支援制度において、業界標準に向けた標準化取組に係る総
合効率化計画の策定を重点的取組として支援する。さらに、標準化によるCO2削減効果といった環境面の効果等も検証し
た上で必要な支援の可能性を検討する。


